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防犯カメラは、犯罪発生時には容疑者の特定や早

期解決が期待できるもので、これまで１３自治会等

が防犯カメラ設置補助金を活用し防犯カメラを設

置しています。 

防犯カメラを設置した自治会からは「犯罪の抑止

効果があり、住民の安全・安心につながった」とい

うご意見をいただいています。 

このガイドブックを参考にされ、防犯カメラの設

置についてご検討ください。 
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  防犯カメラ設置補助事業の概要  

  

 

１ 趣旨 

 

山陽小野田市では、犯罪のない安全・

安心なまちづくりに向けた地域の自主

的な取組を支援し、安心して暮らすこと

のできる地域社会を実現するため、防犯

カメラの設置費用の一部を補助します。 

  

２ 補助対象者 

 

自治会その他これに類する団体であって、一定の地域

を基盤とし、地域に根差した活動をしている団体 

例：自治会、子ども会、老人会など 

 

３ 補助対象経費 

 

防犯カメラの設置に要する経費のうち、次の経費を補助します。  

(1) 防犯カメラ及び録画装置等防犯カメラと一体として機能する機器の購入費

並びに設置工事に係る経費 

(2）防犯カメラの設置を示す看板等の設置に係る経費 

(3）その他防犯カメラの設置に必要な経費として市長が認める経費 

 

なお、既存防犯カメラの撤去費、設置場所の土地や建物の使用、取得、造成及び

補償に要する経費、防犯カメラ一式の保守費、修理、電気料金等の維持管理（賃

貸費を含む。）に要する経費は、補助対象外となります。 
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４ 補助率・補助限度額 

 (1) 補助対象経費の１０分の７以内の額 （１,０００円未満切捨て） 

(2) 上限額は、１申請につき１００,０００円 

(3) 同一年度内における補助対象者に対する補助は１回とし、交付決定を受け

た年度の翌年度は、申請することができません。 

 

５ 補助対象機器の機能等 

 

防犯カメラとは、不特定多数の人が利用する道路等の公共空間を撮影対象と

し、犯罪の予防を目的として設置するカメラで、特定の場所に常設し、画像表

示装置、通信装置、録画のために必要な記憶媒体等の関連機器で構成する装置

です。 

防犯カメラ及び録画装置は、次の機能を有するものとします。 

防犯カメラ 

有効画素数 １００万画素以上 

防水、防じん性能 
ＩＰ６６相当以上 

（国際電気標準会議規格） 

録 画 装 置 
録画速度（ＦＰＳ） ３コマ／秒 以上 

録画日数 ７日間以上 

※ 以下の①～④の機能については、推奨します。そのほか、設置場所、設置

目的や対象により必要な機能の装備を検討してください。 
 

① 赤外線照射機能を搭載 

② 優良防犯機器ＲＢＳＳ認証取得製品（公益財団法人日本防犯設備協会） 

③ 無線ＬＡＮ暗号化方式：ＷＰＡ２ＰＳＫ（ＡＥＳ） 

④ 無線ＬＡＮ規格：ＩＥＥＥ８０２.１１ｎ規格に準拠 
 

・・・・・ その他機能の例 ・・・・・・・・・・・・・・ 

・撮影照度０ルクス以上（白黒撮影） ・オートアイリス 

・オートホワイトバランス ・逆光補正  

・ハイライトコントロール（エクリプス機能）など 
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６ 管理・運用 

 

防犯カメラ設置にあたっては、「自治会等が設置する防犯カメラの設置及び

運用に関するガイドライン」（４ページから）を参照し、防犯カメラの有用性

を考慮しつつ、個人のプライバシーの保護にも配慮した適正な管理及び運用を

お願いします。 

 
 

 ～ 適正な管理・運用のために ～ 

・防犯カメラの設置、維持管理について、地域の合意を得た上で、防犯カメ

ラ管理運用規程を策定しましょう。 

・防犯カメラの撮影対象区域の住民等の承諾を得ましょう。 

・防犯カメラの設置を示す看板等を設置しましょう。 

・設置場所の検討をしっかり行い、その所有者から許可を得ましょう。 

・関連する法令を遵守しましょう。 
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   自治会等が設置する防犯カメラの 

設置及び運用に関するガイドライン 
 

１ 目的 

 

山陽小野田市では、安心して暮らすことのできる地域社会実現のため、地域

全体で防犯意識の高揚と防犯活動の促進を図り、犯罪のないまちづくりを目指

しています。 

こうした中、防犯カメラの設置は、犯人の検挙や犯罪の抑止に一定の効果が

あるとともに、市民が安心して暮らせるまちの実現に大きな役割を果たすもの

です。 

一方では、取扱いによっては知らないうちに撮影されたり、目的外に画像を

利用されたりするなど、個人のプライバシーが侵害される恐れがあります。 

そこで、防犯カメラを設置される自治会等のみなさんにプライバシー保護に

配慮した防犯カメラの適正な管理運用の参考としていただくため、ガイドライ

ンを策定しました。 

 

２ ガイドラインの対象となるカメラ 

 

このガイドラインの対象となるカメラは、山陽小野田市防犯カメラ設置補助

事業補助金の交付を受け、犯罪の予防を目的として不特定多数の方が利用する

場所に設置するカメラで、画像表示装置、通信装置、録画のために必要な記憶

媒体等の関連機器で構成する装置をいいます。 

なお、自治会等がこの補助金を受けずに、既に設置しているカメラは、このガ

イドラインの対象にはなりません。 
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３ 防犯カメラの設置について 

  

(1）地域の合意 

設置や維持管理について、団体の代表者や一部の役員だけで決定せず、必ず

地域の合意を得ましょう。  

 

(2) 設置場所・撮影範囲等 

プライバシーに配慮し、防犯効果が発揮される設置場所、撮影範囲、設置台数

などを決めましょう。 

また、設置場所の所有者や撮影範囲となる撮影対象区域の住民等から許可や

承諾を得ましょう。 

 

(3) 防犯カメラ設置の表示 

防犯カメラを設置している旨と設置者等の名称（自治会名等）の記載された

看板等の表示を設置区域内の見やすい場所に設置しましょう。 

 
 
 

【表示の例】 

 

 

 

                 

               

 

 

  

防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中 

●●●自治会 

防犯カメラ作動中 
 

       ●●●自治会 
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４ 防犯カメラの運用について 

 

(1) 管理責任者等の指定 

記録データの適切な管理運用のため、管理責任者を指定してください。管理

責任者が自ら防犯カメラの操作を行わない場合は、操作取扱者を指定してくだ

さい。 

 

(2) 防犯カメラ管理運用規程の策定 

防犯カメラの適切な管理を行うため、防犯カメラの運用に関する管理運用規

程（８ページ「●●●自治会防犯カメラ管理運用規程（例）」を参照）を定め

て地域内で共有してください。 

 

(3) 撮影された記録データの管理 

ア 情報漏えいの防止措置 

モニターや記録装置、記録媒体などから情報漏えいしないように措置を講じ

ましょう。 

イ 記録データの保存期間 

保存期間はできるだけ短期間にし、概ね最短で１週間、最長で１か月を目

安としましょう。 

ウ 記録データの処分 

記録データは、再生不可能な状態とする、上書きを行うなどの方法により

確実に処分してください。 

エ 秘密の保持 

管理責任者、操作取扱者等の記録データを取り扱った者は、そこから知り

得た情報について、漏えいしたり不当に使用したりしてはなりません。なお、

管理責任者、操作取扱者等でなくなった後においても同様です。 

オ 記録データの利用制限等 

記録データの閲覧、提供に当たっては、管理責任者等がその必要性を十分

に検討するようにしましょう。相手の身分証明書等を求めるなど、本人確認

をすることが大切です。ただし、次の（ア）～（エ）の場合には第三者への

提供を行うことができます。 
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(ア) 法令に基づく場合 

裁判所が発する令状に基づく場合や捜査機関からの照会に基づく場合

等をいいます。 

(イ) 個人の生命・身体又は財産の安全を守るためなど公共の利益のため

に緊急かつやむを得ない場合 

迷子や認知症等の行方不明者の安否確認に必要な場合、災害発生時に被

害状況を情報提供する場合等が想定されます。 

(ウ) 捜査機関から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合 

警察の任意捜査への協力等が想定されます。 

(エ）記録データから識別される本人の同意がある場合又は本人に提供す

る場合 

この場合であっても、記録データに同時に記録されている本人以外の情

報などが見えないようにするなど、他の人のプライバシーを侵害すること

のないよう配慮しましょう。 

カ 記録データの閲覧、提供の記録 

記録データの閲覧、提供をしたときは、その日時、相手先、その内容、理

由等を記録してその記録を一定期間（概ね５年間）保存しましょう。 

 

５ 苦情への対応 

 

防犯カメラの設置及び運用等に関する苦情や問合せは、管理責任者等によっ

て、誠実かつ迅速に対応しましょう。なお、必要に応じて、あらかじめ苦情等

の対応担当者を指定しておいてもいいでしょう。 

 

６ 個人情報保護法等の順守 

 

記録データは、特定の個人が識別できる場合には、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）等に規定する「個人情報」に該当し、保護し

なければなりません。このガイドラインのほか、個人情報の保護に関する法律

等に基づき、適正に取り扱うようにしましょう。  
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●●●自治会防犯カメラ管理運用規程（例） 

１ 目的 

この規程は、安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、●●●自治会が設

置する防犯カメラに関し、個人のプライバシー保護に配慮しつつ、適正な管理及び運用を

行うため、必要な事項を定める。 

２ 設置台数及び場所 

(1) 設置台数 ●台 

(2) 設置場所 山陽小野田市●●●●●●番地●● 

３ 管理責任者等 

(1) 防犯カメラ及び記録データの適正な管理、運用を行うため管理責任者を次のとおり

指定する。 

管理責任者 

●●●自治会    ●●（役職）   ●●●●●●（氏名） 

(2) 管理責任者は、自らが防犯カメラの操作を行わない場合は、適当と認める者を操作

取扱者に指定することができる。 

操作取扱者 

●●●自治会    ●●（役職）   ●●●●●●（氏名） 

(3) 管理責任者及び操作取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。 

(4) 管理責任者及び操作取扱者は、防犯カメラにより撮影された記録データから知り得

た情報を決して他人に漏らしてはならない。 

(5) 管理責任者は、記録データの漏えい、滅失、棄損又は流出等の防止及びその他の安

全管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 記録データの管理等 

(1) 機器の管理 

【カメラと記録装置・媒体が別個のものである場合】 

記録装置の保管場所は、●●●●（所在地など）とし、管理責任者が施錠して適正

に管理する。同所へは、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は

立ち入ることができない。 

【カメラと記録装置・媒体が一体のものである場合】 

カメラの記録データ（又は記録データが保存され記録媒体）については、管理責

任者、操作取扱者以外の者が記録装置から取り出すことができないよう、ＩＤ、パ

スワード等の設定（又は施錠）をしなければならない。  
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 (2) 記録媒体の管理 

記録媒体を記録装置から取り出した場合は、施錠可能な保管庫に保管し、外部への持

ち出しや転送を禁止する。 

(3) 記録データの複写等の禁止 

記録データの不必要な複写や加工をしてはならない。 

(4) 保存期間 

保存期間は、●●●とする。ただし、管理責任者がやむを得ない事情により特に必要

と認める場合は、保存期間を延長することができる。 

(5) 記録データの処分 

保存期間を満了した記録データは、必要のなくなった記録媒体の粉砕、上書き等によ

り確実に処分することとする。記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で

完全に消去されたことを確認の上で処分することとし、その日時、方法等を記録する。 

５ 記録データの利用制限等 

(1) 記録データは、設置目的以外の目的のために利用しないこととする。 

また、次の場合を除き第三者に閲覧させたり、提供したりすることを禁止する。 

ア 法令に基づく場合 

イ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るためなど公共の利益のために緊急かつや

むを得ない場合 

ウ 捜査機関から犯罪・事故の捜査のため情報提供を求められた場合 

エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合。この場合に

おいては、本人に提供する場合の画像データ抽出及び個人情報保護に基づく画像デ

ータ処理等にともなう費用は、請求者本人が負担するものとする。 

(2) 記録データの閲覧、提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど

身元確認を行うとともに、「画像提供記録書」等を作成し、日時、相手先、目的、画

像の内容等を記録し５年間保存することとする。 

６ 苦情への対応 

管理責任者は、防犯カメラの設置、運用等関する苦情や問合せを受けたときは、誠実か

つ迅速に対応し、適切な処置を講じなければならない。 

   附 則 

 この規程は、令和●年●月●日から施行する。  
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      補助金交付の手続き（申請の手引き） 

 

  補助金交付の流れ 

 

申請準備 
 

１１ページ（設置場所の検討等） 

↓   

交付申請 
 １５ページ 

（様式第１号に必要書類を添付して提出） 

↓   市が現地確認を実施 

交付決定 
 １５ページ（市から様式第３号により通知） 

 ※ 不交付の場合は、様式第４号により通知 

↓   

事業着手 
 必要に応じて 

変更申請、中止・廃止届など 

↓   

実績報告 
 １６ページ 

（様式第７号に必要書類を添付して提出） 

↓   市が現地確認を実施 

交付額確定 
 

１６ページ（市から様式第８号により通知） 

↓   

補助金請求 
 

１７ページ（様式第９号により請求） 

↓   

補助金交付 
 

請求書受領後、概ね１か月後に補助金交付 
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１ 申請準備 

 

(1) 防犯カメラの設置、維持管理について、

地域の合意（承諾）を得た上で防犯カメ

ラ管理運用規程を策定してください。 

(2) 設置場所や撮影対象区域の検討をしっ

かり行い、その所有者からの許可や撮影

対象区域の住民等の承諾を得た上で決定

してください。 

(3) 設置しようとする防犯カメラの選定を

してください。 

 

【防犯カメラの設置場所検討等における留意点】 

① まずは、私有地、公的機関管理地等の公道上以外の場所を検討し

てください。 

公道上に設置しようとする場合は、道路占用許可を受けなければなりません。

道路占用許可は、原則として道路以外に設置する余地がない場合に限られます。 

 

ア 私有地、自治会管理地 

個人宅や自治会管理の敷地内、商店や駐車場敷地内にて、建物壁面や既存柱

への添架、専用ポールを建柱して設置する等の方法により設置。 

イ 公的機関管理地（国、県、市の管理地） 

市が管理している土地、公園、学校等の敷地内については、それぞれの許可

を受けることにより設置可能です。ただし、設置場所や条件等によっては許

可されない場合があります。国、県の管理地への設置については、個別にその

管理をしている機関の許可が必要です。 
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② 公道上以外で適当な場所がない場合 → 公道上の設置を検討 

 公道上へのポールを建柱しての設置や道路照明灯、防犯灯に添架する場合は、

道路占用許可やその道路照明灯等の所有者の許可が必要です。 

道路占用許可申請は、それぞれの道路を管理している機関で行います。 

 

ア 国道 

個人（自治会等）から防犯カメラ設置についての申請があっても許可されな

いため対象になりません。 

イ 県道 

下の「防犯カメラの設置基準」に基づき許可されるため、設置場所や条件等

によっては許可されない場合があります。県道への道路占用許可申請につい

ては、宇部土木建築事務所（☎２１－７１２６）までお尋ねください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防犯カメラの設置基準（宇部土木建築事務所維持管理第一課） 

１ 道路の敷地外に余地がなく、やむを得ないと特に認められる場合に限るこ

と。 

２ 既設の街路灯又は道路の占用をしている防犯灯その他これに類する物件(以

下、占用物件」という。)に添架するものであること。ただし、既設の街路灯若

しくは占用物件がない場合又は既設の街路灯若しくは占用物件に添架するこ

とが構造的にできない場合は、通行の安全を確保できる範囲で、最小限の規模

及び数量の柱を独自に設けて設置することができる。 

３ 他の占用物件に添架する場合は、当該占用物件の管理者の了解を得ること。 

４ 防犯カメラの最下部と路面との距離は、4.5メートル以上であること。ただ

し、歩道上においては、2.5メートル以上とすることができる。 

５ 既設の街路灯に設置する際は、街路灯が照らす範囲に支障を与えない位置に

設置することとし、街路灯の強度を損なわないものであること。 

６ 風圧その他の外力に対して十分な強度を有する構造であること。 

７ 電力ケーブルは、単独で設けること。 

８ 防犯カメラに占用する者の名称を表示すること。 

９ 防犯カメラに民家等が映る場合は、事前に了解を得ておき、申請書に記載す

ること。 
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ウ 市道 

県道と同じで、基本的には道路の敷地外に余地がなく、やむを得ないと特

に認められる場合に限られます。道路上であれば４．５ｍ以上、歩道上の設

置であれば２．５ｍ以上の高さに設置しなければなりません。ポールを建柱

する場合は、道路占用許可申請が必要です。ただし、設置場所や条件等によ

っては許可されない場合がありますので、事前に市土木課にご相談くださ

い。 

 

③ 中国電力ネットワーク柱、ＮＴＴ柱に設置する場合 

中国電力ネットワーク柱、ＮＴＴ柱への設置は、希望する場所にポールを設

置することができず、また、その場所でなければ設置できない特別な理由があ

るなど、やむを得ないと特に認められる場合に限られます。中国電力ネットワ

ーク柱に共架しようとする場合は、中国電力ネットワーク株式会社の許可が必

要です。また、ＮＴＴ柱に添架する場合は、西日本電信電話株式会社の許可が

必要です。あわせて、それぞれその柱が建柱されている土地の所有者の許可も

必要です。 

ただし、設置場所や条件等によっては許可されない場合があります。また、設

置後は共架料や添架料が発生します。 

 

※ 公的機関管理地、中国電力ネットワーク柱、ＮＴＴ柱への設置を希

望される場合は、必ず市民部生活安全課（☎８２‐１１３３）に事前に

お問合せください。また、設置を希望する土地、建物等の協議先がわか

らない場合は、市民部生活安全課にご相談ください。 

 

④ その他 

ア 信号柱への設置は、維持管理の支障となるため基本的には許可されてい

ません。 

イ 公道上以外に設置する場合でも、防犯カメラが公道上にせり出している

場合は、道路占用許可が必要となります。 

ウ 公道上など交通の妨げとなる場所で設置工事等を行う場合は、道路使用

許可が必要です。道路使用許可は、設置しようとする場所を管轄する警察

署で申請できます。許可を取る必要があるかどうかについては、事前に警

察署へお問合せください。  
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エ 電線からの電力供給については、中国電力ネットワーク株式会社と協議

が必要です。 

オ 撮影範囲となる撮影対象区域の住民等から承諾を得てください。 

カ 防犯カメラの設置等に関することにより、所有者や第三者等に被害を与

えた場合、市は一切の責任を負うことはできません。設置や許可を得るこ

となど、責任を持って対応してください。 

キ 近年、防犯カメラの画像が犯人特定の端緒となっていることから、捜査

機関への記録データの提供にご理解ください。 

 

1設置場所選定フロー1 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①私有地に設置 

所有者の許可
（承諾）を得
てください。 

②公的機関管理地（道路

以外）に設置 

管理者の許可（承諾）が必
要です。まずは市生活安全
課（☎８２‐１１３３）に
ご連絡ください。 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

③ 公道上（県道または市

道）に設置 

はい 

管理者の許可（承諾）が必
要です。県道は宇部土木建
築事務所へ、市道は市土木
課へご相談ください。 

いいえ 

①～③以外の場所に設置 

所有者、管理者等の許可（承諾）
を得てください。協議先が不明の
場合は、市生活安全課（☎８２‐
１１３３）にご連絡ください。 

中国電力ネットワーク柱、ＮＴＴ柱

に設置しようとする場合は、まず市

生活安全課（☎８２‐１１３３）にご連

絡ください。 
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２ 補助金交付申請 

 

１の申請準備が完了し、補助金の交付を受けようとする自治会等は、「山陽小

野田市防犯カメラ設置補助金交付申請書」に下の(1)から(9)までの書類を添え

て提出してください。（工事は、交付決定を受けた後の実施となります。この

交付決定のあった日の属する会計年度の３月３１日までに実施し、実績報告書

を提出していただきます。それを考慮して申請する日を決定されるようにご注

意ください。） 

(1) 見積書の写し（設置に係る費用の内訳を記載したもの） 

(2) 仕様書の写し（補助要件の機能を有することがわかるもの） 

(3) 防犯カメラ設置場所及び撮影範囲を記した平面図 

(4) 防犯カメラ設置場所の現況写真 

(5) 防犯カメラの設置の高さを示した側面図 

(6) 防犯カメラ管理運用規程 

(7) 土地・建物使用承諾書、占用許可書等の写し ※ 必要な場合 

(8) 合意形成証明及び維持管理等誓約書 

(9) その他市長が必要と認める書類  ※ 必要な場合 

 

３ 現地確認 

 

提出された交付申請書に基づき、市が現地確認を実施します。 

 

４ 補助金の交付決定 

 

現地確認の実施後、提出された書類の内容を審査

し、適当と認めたときは、「山陽小野田市防犯カメ

ラ設置補助金交付決定（変更）通知書」により通知

します。  
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５ 補助事業の取下げ、変更 

 

交付決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、「山陽小

野田市防犯カメラ設置補助事業中止・廃止届」を提出してください。 

また、交付決定を受けた事業の内容又は補助対象事業に要する経費を変更し

ようとするときは、「山陽小野田市防犯カメラ設置補助金変更申請書」を提出

し、承認を受けてください。 

ただし、変更内容が軽微であると市長が認めるときは、変更申請書の提出が

不要となる場合があります。変更が生じた場合は、事前に市民部生活安全課に

お問い合わせください。 

 

６ 実績報告 

 

事業が完了したときは、この交付の決定のあった日の属する会計年度の３月

３１日までに、「山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業実績報告書」につぎの

(1)～（4）までの書類を添付して提出してください。 

(1) 事業に係る領収書等の写し 

(2) 事業に係る請求書等の写し 

(3) 事業の施工後の写真 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

７ 補助金の交付額の確定 

 

市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、又は必要に応

じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、

補助金の交付額を確定し、「山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付確定通知

書」により通知します。  
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８ 補助金の交付請求、交付 

 

確定通知を受けたら、速やかに「山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付請

求書」を提出してください。請求書を審査し、適当であると認めるときは、こ

の請求額を交付します。 

 

９ 関係書類の整備 

 

補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初めの日から起算し

て５年間は、この補助対象事業の施工状況及び経費の収支に関する帳簿その他

関係書類を保管してください。 

 

１０ 撤去届 

 

設置した防犯カメラを処分するときは、市民部生活安全課（☎８２‐１１３

３）にご連絡ください。規定された条件を満たし、処分するときは、「撤去届」

にこの防犯カメラが設置されていた場所のわかる位置図を添えて届け出てくだ

さい。 
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     山陽小野田市 

防犯カメラ設置補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けた地域の自主的

な取組を支援し、安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、山陽

小野田市補助金交付規則（平成１７年山陽小野田市規則第５３号）別表に掲げ

る防犯カメラ設置補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要な事

項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1）自治会等 自治会その他これに類する団体であって、一定の地域を基盤と

し、地域に根差した活動をしている団体をいう。 

(2) 防犯カメラ 犯罪の発生を抑止することを目的として設置するカメラで、

画像表示装置、通信装置、録画のために必要な記憶媒体等の関連機器で構成

する装置をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、自治

会等とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

地域における自主的な取組の一環として犯罪の予防を目的として当該地域内に

防犯カメラを新たに設置する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

(1) 防犯カメラの設置及び維持管理について、自治会等の合意形成がなされて

いること。 

(2) 防犯カメラの撮影対象区域の住民等の承諾を得ていること。 

(3) 防犯カメラの設置による犯罪の抑止効果を最大限に引き出すため、防犯カ

メラの設置を示す看板等（以下「看板等」という。）の表示を取り付けること。 

(4) 設置場所について、その所有者等の承諾及び許可を得ていること。 

Ⅳ 
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(5) 防犯カメラを設置することにより、道路法(昭和２７年法律第１８０号)そ

の他の法令に基づく許可が必要である場合は、当該許可を受けていること。 

(6）防犯カメラの円滑な管理運営を行うため、管理責任者等を明記した防犯カ

メラ管理運用規程を策定し、プライバシーの保護に十分な配慮がなされるこ

と。 

（補助対象経費及び対象外経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

防犯カメラの設置に要する費用のうち次に掲げる経費とする。 

(1）防犯カメラ及び録画装置等防犯カメラと一体として機能する機器（以下こ

れらを総称して「防犯カメラ一式」という。）の購入費並びに設置工事費用 

(2) 看板等の設置費用 

(3）その他防犯カメラの設置に必要な費用として市長が認める経費 

２ 次に掲げる経費は、補助対象外とする。 

(1）既存設備の撤去に要する費用 

(2）土地の造成又は土地若しくは建物の使用、取得若しくは補償に要する費用 

(3）防犯カメラ一式の保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理（賃貸費を

含む。）に要する経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、自治会等が設置する防犯カメラ

一式につき補助対象経費の１０分の７を乗じて得た額とし、１０万円を上限と

する。 

２ 前項の規定により算出した額に１,０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額とする。 

３  同一年度内における補助対象者に対する補助は１回とする。 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする自治会等（以下「申請者」という。）は、

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1）見積書の写し（設置に係る費用の内訳を記載したもの） 

(2）仕様書の写し（補助要件の機能を有することがわかるもの） 

(3）防犯カメラ設置場所及び撮影範囲を記した平面図 

(4）防犯カメラ設置場所の現況写真 
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(5) 防犯カメラの設置の高さを示した側面図 

(6）防犯カメラ管理運用規程 

(7）土地・建物使用承諾書、占用許可書等の写し 

(8）合意形成証明及び維持管理等誓約書（様式第２号） 

(9）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、その必要がないと認めたときは、前項各

号に定める書類の申請書への添付を省略させることができる。 

３ 補助金の申請は、交付決定を受けた年度の翌年度は申請することができない。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、その内

容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助金を交付すべきも

のと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、申請者に対

して山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付決定（変更）通知書（様式第３号）

により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助

金を交付しない旨を申請者に対して山陽小野田市防犯カメラ設置補助金不交付

決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目

的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件を付

することができる。 

（事業の推進） 

第１０条 第８条第１項の規定による交付決定通知を受けた申請者（以下「事業

実施者」という。）は、適切に事業を推進しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第１１条 事業実施者は、第８条第１項の規定による交付決定通知を受けた後に

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、山陽小野田市防犯カメ

ラ設置補助事業中止・廃止届（様式第５号）により当該補助金の交付の申請を

取り下げなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補

助金の交付の決定を取り消すものとする。 

（補助対象事業の変更に係る承認の申請等） 
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第１２条 事業実施者は、補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費を

変更しようとするときは、山陽小野田市防犯カメラ設置補助金変更申請書（様

式第６号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市

長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。 

２ 事業実施者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の

遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助事業の遂行の状

況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出又は前項の規定による書類の提出

を受けた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若し

くはこれに付した条件を変更することができる。 

４ 前項の場合においては、第８条の規定を準用する。 

（実績報告） 

第１３条 事業実施者は、補助事業が完了したときは、当該交付の決定のあった

日の属する会計年度の３月３１日までに、山陽小野田市防犯カメラ設置補助事

業実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1）事業に係る領収書等の写し 

(2）事業に係る請求書等の写し 

(3）事業の施工後の写真 

(4）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内

容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に

実施されたと認めるときは、補助金の交付額を確定し、山陽小野田市防犯カメ

ラ設置補助金交付確定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１５条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該

補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該事

業実施者に対して指示することができる。 

２ 第１３条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業につい

て準用する。 
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（補助金の交付請求） 

第１６条 第１４条の規定による通知を受けた事業実施者は、補助金の交付を受

けようとするときは、速やかに山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付請求書

（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１７条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これ

を審査し、適当であると認めるときは、事業実施者に当該請求額を交付するも

のとする。 

（関係書類の整備） 

第１８条 事業実施者は、補助対象事業の施工状況及び経費の収支に関する帳簿

その他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当

該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して５

年間これを保存しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１９条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対

象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2）補助金を他の用途に使用したとき。 

(3）補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市

長の指示に従わなかったとき。 

(4）この要綱に違反したとき。 

(5）その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、事業実施

者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（財産の処分） 

第２０条 事業実施者は、交付決定日から５年を経過する以前に、補助対象事業

により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業

実施者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長に報告し、

その承認を得た場合は、この限りでない。 
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２ 事業実施者は、前項の規定の要件を満たし、設置した防犯カメラを処分する

ときは、撤去届（様式第１０号）に当該防犯カメラが設置されていた場所のわ

かる位置図を添えて届け出るものとする。 

（報告、検査及び指示） 

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者に対し質問をし、報

告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第１８条の帳

簿その他関係書類を検査することができる。 

（補助金の流用の禁止） 

第２２条 事業実施者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の運用に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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  防犯カメラ設置に関する各種問合せ先 

 
 
 

 

補助金に関するお問合せ、申請書類等の提出窓口 

山陽小野田市 市民部 生活安全課     ☎ ８２－１１３３ 

  

 防犯カメラの効果的な設置場所についての相談等 

山陽小野田警察署 生活安全課     ☎ ８４－０１１０ 

  

 防犯カメラ設置工事に伴う道路使用許可の申請等 

山陽小野田警察署 交通課         ☎ ８４－０１１０ 

  

 県が管理する道路等への設置についての相談 

宇部土木建築事務所維持管理第一課     ☎ ２１－７１２６ 

  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

  設置を希望する土地・建物等の管理者（所有者）の連絡先は、個別に御確

認ください。連絡先（相談窓口等）がわからない場合は、 

山陽小野田市 市民部 生活安全課   ☎ ８２－１１３３ 

にご相談ください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 防犯カメラ機器及び設置工事に関することは、発注する予定の業者にご

相談ください。なお、市が特定の業者をご案内することはいたしませんので、

予めご了承ください。 

 

 

  

 

１ 

 

Ⅴ 

２ 

３ 

４ 
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１ 申請時に提出いただく書類 

書類の名称等 様式の書類 掲載ページ 備考 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金
交付申請書 

様式第１号 ２９ページ  

見積書の写し 業者 ― 
設置に係る費用の内
訳を記載したもの 

仕様書の写し 
業者、 
カタログなど 

― 
補助要件の機能を有
することがわかるも
の 

防犯カメラの設置場所及び撮影範囲
を記した平面図 

任意様式 ２７ページ 
既存の地図などをご
利用ください。手書
きも可 

防犯カメラの設置場所の現況写真 任意様式 ―  

防犯カメラの設置の高さを示した側
面図 

任意様式 ２７ページ 手書きも可 

防犯カメラ管理運用規程 任意様式 ８ページ 
（例）を参考に作成
してください。 

土地・建物使用承諾書、占用許可書等
の写し 

許可者の指定
の様式等 

― 必要な場合 

合意形成証明及び維持管理等誓約書 様式第２号 ３１ページ  

 

２ 交付決定後に提出いただく書類 

書類の名称等 様式の書類 掲載ページ 備考 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助事
業中止・廃止届 

様式第５号 ３３ページ 必要な場合 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金
変更申請書 

様式第６号 ３５ページ 必要な場合 

Ⅵ  補助金交付申請書、関係書類等の記載、 

作成例 
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３ 完了後に提出いただく書類 

書類の名称等 様式の書類 掲載ページ 備考 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助事
業実績報告書 

様式第７号 ３７ページ  

領収書の写し 業者 ―  

事業に係る請求書等の写し 業者 ― 
設置に係る費用の内
訳を記載したもの 

施工後の写真 任意様式 ― 
カメラや設置場所の
確認ができるもの 

 

４ 補助金受領に必要な書類 

書類の名称等 様式の書類 掲載ページ 備考 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金
交付請求書 

様式第９号 ３９ページ 
提出後、概ね 1 か月
後に補助金交付 

  

５ 撤去時に必要な書類 

書類の名称等 様式の書類 掲載ページ 備考 

撤去届 様式第１０号 ４１ページ  

防犯カメラの位置図 任意様式 ―  
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・防犯カメラ設置場所及び撮影範囲を示した平面図（例）  
 

 既存の地図を利用するなどして、作成してください。設置場所、撮

影範囲等がしっかりと確認できれば手書きのものでも大丈夫です。  

 

 

 

 

・防犯カメラの設置の高さを示した側面図（例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

撮影範囲  

防犯カメラ  

高さ 

4.8ｍ 

側面図は、カメラの

位置がどの高さにある

のかを確認できれば大

丈夫です。周辺の建物

等の書き込みは必要あ

りません。 
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様式第１号（第７条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

申請者 
所 在 地 〒   -    

 

自治会等名 

代表者名            

電話番号            

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付申請書  
 
 山陽小野田市防犯カメラ設置補助金の交付を受けたいので、山陽小
野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下
記のとおり申請します。  
 
１ 申請内容 
  

 
２ 添付書類   

□ 見積書の写し（設置に係る費用の内訳を記載したもの）  
  □ 仕様書の写し（補助要件の機能を有することがわかるもの）  

□ 防犯カメラ設置場所及び撮影範囲を記した平面図  
□ 防犯カメラ設置場所の現況写真  
□ 防犯カメラの設置の高さを示した側面図  
□ 防犯カメラ管理運用規程  
□ 土地・建物使用承諾書、占用許可書等の写し  
□ 合意形成証明及び維持管理等誓約書（様式第２号）  
□ その他（                                             ) 

  

申 請 事 由 
 

 

補助対象経費 円（消費税等を含む。）  

交 付 申 請 額            円 

設 置 業 者 

名 称（氏名） 

 

所在地（住所） 

 

電話番号 
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様式第１号（第７条関係） 
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

申請者 
所 在 地 〒●●●-●●●● 

         山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会  

代表者名 自治会長  ●●  ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付申請書 
 
 山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金の交付を受けたいので、
山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱第７条第１項の規定によ
り、下記のとおり申請します。  
 
１ 申請内容 
  

 
２ 添付書類   

☑ 見積書の写し（設置に係る費用の内訳を記載したもの） 
  ☑ 仕様書の写し（補助要件の機能を有することがわかるもの）  

☑ 防犯カメラ設置場所及び撮影範囲を記した平面図 
☑ 防犯カメラ設置場所の現況写真 
☑ 防犯カメラ管理運用規程 
☑ 土地・建物使用承諾書、占用許可書等の写し 
☑ 合意形成及び維持管理等誓約書（様式第２号） 
□その他（                                             ) 

  

申 請 事 由  
設置予定か所付近で、痴漢などの不審者の発生が

あるため。 

補助対象経費 ２００，０００    円（消費税等を含む。） 

交付申請額 １００，０００    円 

設 置 業 者  

名 称（氏名） ○○○○電気工事㈱  

 

所在地（住所） 山陽小野田市○○○○  

 

電話番号 ○○○○○○○○ 

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

申請事由は、具体的に記入してください。 

※ごみステーションの監視だけの目的での設置は対象となりません。申請

事由を記入の際には、「犯罪の予防を目的とすること」が趣旨となるようご

注意ください。 

記載例  
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様式第２号（第７条関係）  

  

 

 山陽小野田市長 宛 

 

合意形成証明及び維持管理等誓約書  

 

  山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業で下記設置場所に設置する

防犯カメラは      の合意に基づき設置するものです。  

  山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱及び       防

犯カメラ管理運用規程を遵守し、         が適正に設置、

維持管理及び運用を行います。  

 

記 

 

 

設置場所   

 

 

 

  年  月  日  

 

自治会等名 

代表者名            

電話番号         

  



 

- 31 - 

様式第２号（第７条関係） 

  

 

 山陽小野田市長 宛 

 

合意形成証明及び維持管理等誓約書  

 

  山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業で下記設置場所に設置する

防犯カメラは、●●●●自治会の合意に基づき設置するものです。  

  山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱及び●●●●自治会

防犯カメラ管理運用規程を遵守し、●●●●自治会が適正に設置、

維持管理及び運用を行います。  

 

記 

 

 

設置場所  山陽小野田市●●●●●●●●●  ●●宅横  

 

 

 

  年  月  日  

 

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●● 

電話番号 ●●●●●●● 

  

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

記載例  
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様式第５号（第１１条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

届出者 

所 在 地 〒   - 

 

自治会等名 

代表者名           

電話番号         

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業中止・廃止届  
 

    年  月  日付け  第      号で補助金交付決定の

あった山陽小野田市防犯カメラ設置事業について、下記の理由により

中止・廃止しますので、山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱

第１１条第１項の規定により届け出ます。  

 

記 

 

中止・廃止の理由 
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様式第５号（第１１条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

届出者 

所 在 地 〒●●●-●●●● 

 山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置事業中止・廃止届 
 

 令和●年●月●●日付け山生第●●●●号で補助金交付決定のあっ

た山陽小野田市防犯カメラ設置事業について、下記の理由により中止・

廃止しますので、山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱

第１１条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

中止・廃止の理由 

 急きょ別の歳出があり、予算の確保ができなくなったため。 

 

 申請時には総意を得ていたが、後に反対する住民が出たため事業

の実施が困難となった。  

 

 

 

 

  

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

理由は、できるだけ内容がわかるように記入してください。  

記載例  
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様式第６号（第１２条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

申請者 

所 在 地 〒   - 

 

自治会等名 

代表者名          

電話番号         

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助金変更申請書  
 
    年  月  日付け  第      号で補助金交付決定の
あった山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業について、下記のとおり
変更したいので、山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱第１２
条第１項の規定により申請します。  
 

記 
 

１  変更の理由  

 

 

 ２  変更の内容  

 

 

 ３  補助金変更申請額  

   

 

  ４  添付書類  

   □  変更後の見積書 □  変更後の仕様書  

   □  その他（                     ）  

  

既 交 付 決 定 額 変更後の申請額  差 引 増 減 額  

円  円  円  
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様式第６号（第１２条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

申請者 

所 在 地 〒●●●-●●●● 

 山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金変更申請書 
 
 令和●年●月●●日付け山生第●●●●号で補助金交付決定のあっ
た山陽小野田市防犯カメラ設置事業について、下記のとおり変更した
いので、山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第１２条
第１項の規定により申請します。  
 

記 
 

１  変更の理由 選定した防犯カメラを変更したいため。  

 

 

 ２  変更の内容 防犯カメラの見積書、仕様書  

 

 

 ３  補助金変更申請額 １００，０００円  

   

 

  ４  添付書類  

   ☑  変更後の見積書 ☑  変更後の仕様書  

   □  その他（                     ）  

  

既交付決定額  変更後の申請額  差引増減額  

１００，０００円  １００，０００円  ０円  

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

記載例  
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様式第７号（第１３条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

報告者 

所 在 地 〒   - 

 

自治会等名 

代表者名           

電話番号         

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業実績報告書  
 

    年  月  日付け  第      号で補助金交付決定の

あった山陽小野田市防犯カメラ設置補助事業について、次のとおり実

施しましたので、山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱第１３

条の規定により報告します。  

 

記 

 

  

補 助 対 象 経 費  円（消費税等を含む。）  

補 助 金 額             円  

設置完了年月日  年  月  日  

添 付 書 類  

□  事業に係る領収書等の写し  

□  事業に係る請求書等の写し  

□  事業の施工後の写真  

□  その他  

 （                    ） 
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様式第７号（第１３条関係） 
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

報告者 

所 在 地 〒●●●-●●●● 

 山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

 
 

山陽小野田市防犯カメラ設置事業実績報告書 
 

 令和●年●月●●日付け山生第●●●●号で補助金交付決定のあっ

た山陽小野田市防犯カメラ設置事業について、次のとおり実施しまし

たので、山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第１３条

の規定により報告します。  

 

記 

 

  

１補助対象経費  ２００，０００円（消費税等を含む。）  

２ 補 助 金 額     １００，０００円  

３ 設置完了年月日 令和●年●月●●日  

４ 添 付 書 類 

☑  事業に係る領収書等の写し  

☑  事業に係る請求書等の写し  

☑  事業の施工後の写真  

□  その他  

 （                    ） 

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

記載例  
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様式第９号（第１６条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

請求者 

所 在 地 〒   - 

 

自治会等名 

代表者名            

電話番号         

 
山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付請求書  

 
    年  月  日付け  第      号の確定通知に基づき、
山陽小野田市防犯カメラ設置補助金交付要綱第１６条の規定により、
下記のとおり請求します。  
 

記 
 

請求額  金      円也  
 

なお、補助金は下記口座への振込によりお支払ください。  
 

金 融 機 関 名 支 店 名 

銀行・農協  

漁協・金庫  

組合  

 

本店・支店  

支所・出張所  

預  金  種  目  口  座  番  号  

普通（総合）  ・  当座  
       

口座名義  

カナ  
 

漢字  
 

 

※振込先は自治会等の名称が記載されている口座とします。  
 ※口座名義のカナと漢字はそれぞれ正しく記入してください。  
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様式第９号（第１６条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

請求者 

所 在 地 〒●●●-●●●● 

 山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付請求書  
 
    年  月  日付け  第      号の確定通知に基づき、
山陽小野田市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第１６条の規定に
より、下記のとおり請求します。  
 

記 
 

請求額  金 １００，０００ 円也  
 

なお、補助金は下記口座への振込によりお支払ください。  

 

金 融 機 関 名 支 店 名 

銀行・農協  

漁協・金庫  

組合  

 

本店・支店  

支所・出張所  

預  金  種  目  口  座  番  号  

普通（総合）  ・  当座  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

口座名義  

カナ  ●●●●●●●●●●●●●  

漢字  ●●●●  

 

※振込先は自治会等の名称が記載されている口座とします。  
 ※口座名義のカナと漢字はそれぞれ正しく記入してください。  

 

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

●●●  ●●●  

記載例  
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様式第１０号（第２０条関係）  
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

届出者 

所 在 地 〒   - 

 

自治会等名 

代表者名           

電話番号         

 
 

撤去届 
 

 

    年  月  日付け  第      号で補助金の交付を受

け設置した防犯カメラを撤去しましたので、山陽小野田市防犯カメラ

設置補助金交付要綱第２０条第２項の規定により届け出ます。  

 

記 

 

１ 撤去年月日 

 

２ 撤 去 理 由 
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様式第１０号（第２０条関係） 
年  月  日  

 
 山陽小野田市長 宛 

届出者 

所 在 地 〒●●●-●●●● 

 山陽小野田市●●●●●●  

自治会等名 ●●●●自治会 

代表者名 自治会長 ●● ●●  

電話番号 ●●●●●●● 

 
 

撤去届 
 

 

 令和●年●月●●日付け山生第●●●●号で補助金の交付を受け設

置した防犯カメラを撤去しましたので、山陽小野田市防犯カメラ設置

事業費補助金交付要綱第２０条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 撤去年月日  令和●年●月●●日 

 

２ 撤 去 理 由   設置していた場所が開発対象となり、継続して設

置できなくなったため。  

 

 

 

 

 

 

 

申請者の欄は、自治会等の代

表者が自署で記入してくださ

い。 

自署でない場合は、代表者名

の横に押印してください。 

記載例  
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     Ｑ＆Ａ  よくあるご質問とその回答 
 
 

Ｑ１ 対象となる団体は？ 

 

市内の自治会その他これに類する団体です。 

 
 

Ｑ２ 補助の要件は？ 

 

次のとおりです。 

・防犯カメラの設置、維持管理について、地域の合意を得た上で、

防犯カメラ管理運用規程を策定すること。 

・防犯カメラの撮影対象区域の住民等の承諾を得ること。 

・防犯カメラの設置を示す看板等を設置すること。 

・設置場所の検討をしっかり行い、その所有者から許可を得ること。 

・設置することで必要となる法令を遵守すること。 

 
 

Ｑ３ ごみステーションの監視のためだけに設置する場合は、対象となる

のか？ 

 

自治会内でのごみ捨てマナーの監視だけを目的とした設置は対象と

なりません。ただし、道路や公園等不特定多数の人が利用する場所

を撮影し、地域住民の身近に起きる犯罪を抑止すること等が主たる

目的である場合は、ごみステーションの監視を目的に含んでいても、

対象となります 

 

 

Ｑ４ 設置業者や機種は教えてもらえるのか？ 

 

市は特定の業者や機種をご案内することができません。各地区長に

ご相談ください。 

 Ⅶ  
 

 
Ａ 

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 
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Ｑ５ 防犯カメラの設置費用はどれくらいか？ 

また、補助金を活用した場合、自治会の負担金額はどれくらいか？ 

 

設置費用は、機種、設置場所によって金額が異なります。予算、用

途、設置予定場所などを決めた上で発注予定業者にご相談ください。 

参考として、設置費用に対する市補助金額と自治会負担金額の例は、

以下のとおりです。 

【例１】 自治会館等の外壁に設置した場合 

機器代 40,000 円 ＋ 設置費用 45,715 円 ＝ 合計 85,715 円…① 

・市 補 助 金：60,000 円（①85,715 円 × 10 分の 7）…② 

・自治会負担：25,715 円（①－②） 

【例２】 専用の柱を建てて設置した場合 

機器・柱代 52,800 円 ＋ 設置費用 95,700 円 ＝ 合計 148,500 円…① 

・市 補 助 金：100,000 円（補助金上限額）…② 

・自治会負担：48,500 円（①－②） 

 

 

Ｑ６ 補助金の額は？ 

 

補助対象経費の１０分の７以内の額（１，０００円未満切捨て）で、

１０万円を上限としています。 

 

 

Ｑ７ 補助の対象となる経費は？ 

 

防犯カメラ、録画装置等の防犯カメラ一式の購入費用及び設置工事

費用、防犯カメラの設置を示す看板等の費用、その他市長が必要と認

める費用です。 

  

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 
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Ｑ８ 防犯カメラのリースやレンタルに係る費用は対象になるのか？ 

 

対象にはなりません。 

 

 

Ｑ９ 維持管理の費用は補助の対象となるのか？ 

 

対象にはなりません。 

 

 

Ｑ10 補助金を受け設置した防犯カメラにより第三者に被害を与えてしま

った場合、責任は誰が負うのか？ 

 

補助金を受け設置したカメラであっても、それにより第三者に被害

を与えてしまった場合は、当該カメラの所有者である申請団体の責

任となります。設置前にも設置についての準備をしっかりと行い、設

置後は適正な管理・運用に努めてください。 

 

 

Ｑ11 防犯カメラの電気代はどのくらいかかるのか？  

 

電気料金は、設置する機種や電気の契約の内容によって異なりますが、

概ね５００円／月と想定されます。燃料価格の高騰等により電気料金が

上がる場合があります。 

 

 

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 

 

 
Ａ 

 

 

 
Ａ 
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